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令和 3 年 4 月吉日 

國學院大學校友課 

 

令和 3 年度 國學院大學若木育成会の支部活動実施に関するガイドライン 

※緊急事態宣言発令等により、都道府県間の移動等の自粛要請がなされた場合を除く。 

 

 基本方針  

１．研修旅行については、感染を極力避けるため、実施上のガイドラインを設け、計画の見直し

を図っていただくとともに、リスクを低減させる方策を提示します。 

２．各支部内の意見交換の機会は、三密対策等を講じたうえで年度内に設けることが望ましいと

考えております。少人数での対面実施、遠隔会議システム利用などの方策を提示します。 

 

 ガイドライン  

実施にあたり、下表のガイドラインをご確認のうえ、「企画内容の詳細」をメール、または FAX

にて本部事務局（校友課）までご提出ください（審査を行います）。 

実施承認後も、感染状況により中止をお願いする場合がありますのでご了承願います。 

項目 対応 

実施内容・方法 対面での飲食や宿泊を伴わず、移動も含め三密状態や飛沫感染リスクを回

避できるものに限る（研修会・意見交換会・正式参拝・正月飾り製作など） 

場所・人数 本学の敷地内 入校制限がある場合は立入不可 

一都三県等 ※ 30 名（屋内は 20 名）を超えて集まる形のものは極力 

控える 

上記以外の地域 40 名（屋内は 30 名）以内 

実施環境 屋外が望ましい。屋内の場合は十分な換気がなされることを事前に確認の

うえ、移動・入室時も社会的距離の確保（前後は 2m以上）に努めること 

行程 各スポットでの滞在時間は 30 分以内、全体で 3 時間以内を目処とする 

利用交通機関 ・公共交通機関は、密閉で長時間乗車となるものは避ける 

・貸切バス利用の場合は、乗車人数を減らし、2 名掛けのシートは片側の

み使用とするなど工夫する 

飲食 対面での会話を伴う飲食は禁止。但し水分補給のための飲料持参は可 

感染防止対策 ・マスク着用、入室時の手指の消毒 

・咳が激しい場合、体調不良の場合は参加を控える 

・参加当日の検温（現地での検温は非接触型機器を使用） 

・パンフレット等の配付は手渡しを避ける 

※1 日当たり 100 名規模の新型コロナウイルス感染者が発生した道府県を含む 

  



2 

 

 意見交換会の実施（支部総会を開催できなかった場合の代替企画）  

・支部総会を開催することができなかった場合は、支部会員の皆様との意見交換の場を積極的に

設けていただきたいと存じます。 

対面で実施される場合は、研修旅行等の行事と同様、「企画内容の詳細」をご提出ください。

会議室等の手配については支部でご対応をお願いいたします。会場費が発生する場合は本部

で負担しますので、所定の「企画書」をあわせてご提出願います。 

 

・会場を設定される場合の出席者数の目安は、前項の基準を適用し、一都三県及び 1 日当たり

100 名規模の新型コロナウイルス感染者が発生した道府県の支部においては 20 名以内、その

他の支部については 30 名以内とします。遠隔会議システム（Zoom、Teams、Skype など）に

よって行う場合は、出席者数の上限はありません。 

 

・本学事務局の出席を希望される場合は、対面または遠隔会議システムの利用による出席を検討

させていただきます。 

 

 

以上の内容についてご不明な点等がございましたら、事務局（校友課）までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

 

【ご連絡・お問い合わせ先】 

若木育成会事務局（校友課） 

TEL：03-5466-0131 

FAX：03-5466-0185 

メール：soumu-kouyu@kokugakuin.ac.jp 

 

【事務休業期間・緊急時連絡先】 

校友課長 

携帯電話：090-4094-2814 

tel:03-5466-0131

